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令和３年度 第１１回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     令和３年９月１０日（金） 午前９時４０分から９時５０分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  小 松 哲 也 

委  員  上 田 博 久 

         委  員  中 本 久美子 

２ 事務局職員  事務局長  川 本 晴 彦  次長兼任用課長  前 田 俊 和 

給与課長  川 口 豊 長  主     幹  尾 田 聡 子 

係  長  米 田 康 孝   係     長  足 立 陽 子 

係  長  山 口 玲 夏 

※新型コロナウイルスの感染防止の観点から、事務局職員の委員室への入室は説

明者など必要最小限の人数とし、必要に応じて隣室（執務室）から呼び出す形

で対応 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

議案第１号 鳥取県職員採用試験（令和４年４月採用予定 大学卒業程度（追加募集：技術・専門

職））の実施について 

議案第２号 管理職手当の区分の承認に係る専決処分の承認について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議事は公開とすることにつ

いて全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

鳥取県職員採用試験（令和４年４月採用予定 大学卒業程度（追加募集：技術・専門職））の実施に

ついて、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 令和４年４月１日採用予定の標記採用試験を次のとおり実施する。 

 

１ 概要 

（１）募集職種・採用予定者数 

職  種 採用予定者数 

社会福祉（福祉コース） １名程度 

社会福祉（心理コース） １名程度 

薬剤師（公衆衛生コース） １名程度 

総合化学（食品化学コース） ２名程度 

農業 ４名程度 

林業 １名程度 

畜産 ２名程度 

電気 １名程度 

計 １３名程度 
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（２）受験資格 

ア 年齢等 

    薬剤師（公衆衛生コース）：昭和６１年（１９８６年）４月２日以降に生まれた人 

その他の職種：① 昭和６１年（１９８６年）４月２日から平成１２年（２０００年）４月１

日までに生まれた人 

② 平成１２年（２０００年）４月２日以降に生まれた人で、学校教育法によ

る大学（短期大学を除く。）を卒業した人若しくは令和４年３月３１日までに

卒業する見込みの人又は鳥取県人事委員会がこれらと同等の資格があると認

める人 

イ 資格・免許等 

社会福祉、薬剤師及び総合化学には、職種に係る資格・免許等が必要 

ウ 国籍 

日本国籍を有しない人にあっては、就職に制限のない在留資格を取得しているか、令和４年３

月３１日までに取得見込みであれば受験可能。 

 

（３）試験内容 

試 験 種 目 配 点 内            容 

第
１
次
試
験 

教養試験 １５０点 
［多肢選択式…４０問 ２時間］ 

公務員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験 

専門試験 ３００点 
電気以外  ［多肢選択式…４０問 ２時間］必要な専門的知識についての筆記試験 

電気 ［多肢選択式…３０問 ２時間］必要な専門的知識についての筆記試験 

論文試験 １２０点 

［１問 １時間］ 

公務員として必要な識見、思考力、表現力などの能力についての筆記試

験 

適性検査 － 職務遂行に関する適性についての検査 

第
２
次
試

験 人物試験 ６００点 個別面接による人物、専門的知識についての口述試験 

（注） 第１次試験で実施する論文試験の評価は第２次試験で行う。（第１次試験合格者のみ採点。）

また、第１次試験で実施する適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として使用す

る。（第１次試験合格者のみ判定。） 

 

（４）試験日程 

受 付 期 間 
９月１７日（金）午前９時～１０月４日（月）午後５時 

※原則としてインターネットによる申込とする 

第
１
次
試

験 

試 験 日 １０月２４日（日） 

試 験 会 場 鳥取県庁、鳥取県東部庁舎 

試 験 種 目 教養試験、専門試験、論文試験、適性検査 

合 格 者 発 表 １１月１２日（金）（予定） 

第
２
次
試

験 

試 験 日 １２月上旬のうち指定する１日（予定） 

試 験 会 場 鳥取県庁 

試 験 種 目 人物試験（個別面接） 

採用候補者発表 １２月中旬（予定） 

 

（５）その他 

   （４）の日程は、新型コロナウイルスの感染状況、申込状況等により一部変更することがある。 

 

２ 広報 

別途受験案内を作成し、県の機関等で配布するほか、その内容をホームページ等で公表する。 
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◇議案第２号 

管理職手当の区分の承認に係る専決処分の承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 管理職手当に関する規則別表第１の規定に基づき、鳥取県知事から次のとおり申請があり、人事

委員会の事務の専決及び代決規則第２条第２項の規定により、令和３年９月６日に下記のとおり専

決処分し承認した。 

よって同条３項の規定により報告するとともに承認を求める。 

 

１ 申請内容 

対象となる職員の職・氏名 任用しようとする職 適用する管理職手当区分 

地域づくり推進部中山間・地

域交通局地域交通政策課長 

西川 泰介 

令和新時代創造本部 

参事 

３種 

 

２ 申請理由 

  平井知事の全国知事会会長への就任に伴い、その総合調整を行う体制を整備するため、部付け

の参事を配置する。当該参事は、全国知事会事務局、国、他都道府県の管理職等と調整を図りな

がら全国知事会の政策提言等をとりまとめていく役割を担う者であり、その職務の困難性や職責

は所属長と同程度のものであることから、３種の区分を適用することを申請するものである。 

 

【関係規定】 

○職員の給与に関する条例 

(管理職手当を支給する職及び区分) 

第７条の２ 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性を考慮

して人事委員会規則で指定する職を占める職員に対して支給する。 

２ 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の

給料月額の 100分の 25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。 

 

○管理職手当に関する規則 

第２条 

(管理職手当を支給する職及び区分) 

第２条 給与条例第 7条の 2第 1項の人事委員会規則で指定する職は、別表第 1の組織欄に掲げる

組織に応じ、それぞれ同表の職欄に定める職(人事委員会がこれに相当すると認める職を含む。以

下同じ。)とする。 

２ 別表第 1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、それぞれ同表の区

分欄に定める区分とする。 

別表第１ 

組織 職 区分 

   

共通 参事（人事委員会が承認したものに限る。） ３種 

参事 ４種 

参事（行財政改革局職員人材開発センターの所掌事務に参画するものに限る。） ５種 

 

○管理職手当に関する規則別表第１中の「人事委員会が承認したもの」について 

１２ 別表第１の参事で人事委員会が承認したものとは、鳥取市の中核市移行に伴い鳥取市へ派遣

となる者で職務・職責が所属長に相当する者をいう。 
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六 次回人事委員会の開催 

  令和３年９月２４日（金）午前９時４０分から開催することとした。 


